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二
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二
日
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小
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郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
小
林
千
代
美
君
提
出
イ
ラ
ク
に
お
い
て
拘
束
さ
れ
た
邦
人
三
名
の
解
放
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
政
府
の
対
応

に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
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年
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二
十
二
日
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衆
議
院
議
員
小
林
千
代
美
君
提
出
イ
ラ
ク
に
お
い
て
拘
束
さ
れ
た
邦
人
三
名
の
解
放
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
政
府
の

対
応
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

海
外
に
お
け
る
邦
人
の
生
命
及
び
身
体
の
保
護
等
の
事
務
の
遂
行
に
当
た
っ
て
政
府
が
要
す
る
経
費
は
、
政
府
が
負
担
す

る
こ
と
と
し
て
い
る
。
本
人
又
は
そ
の
家
族
（
以
下
「
本
人
等
」
と
い
う
。
）
の
航
空
費
、
滞
在
費
等
、
本
人
等
に
か
か
わ

る
経
費
に
つ
い
て
は
、
本
人
等
に
負
担
し
て
も
ら
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
基
準
に
つ
い
て
、
特
段
の
内
規
等
は
定
め
て
い
な
い
が
、
政
府
が
海
外
に
お
い
て
邦
人
の
生
命
及
び
身
体
の

保
護
等
に
当
た
る
場
合
に
は
、
従
来
か
ら
こ
の
よ
う
な
基
準
に
基
づ
い
て
対
応
し
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
本
人
等
が
政
府
チ
ャ
ー
タ
ー
機
を
利
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
の
内
規
で
あ
る
「
緊
急
事
態
時
に
お
け

る
在
外
邦
人
等
輸
送
の
た
め
の
政
府
チ
ャ
ー
タ
ー
機
利
用
者
よ
り
の
搭
乗
費
用
の
徴
収
規
程
」
（
平
成
十
一
年
六
月
三
十
日

制
定
。
以
下
「
徴
収
規
程
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
国
際
航
空
運
輸
協
会
（
Ｉ
Ａ
Ｔ
Ａ
）
が
定
め
る
正
規
片
道
エ
コ
ノ
ミ
ー

ク
ラ
ス
料
金
分
の
負
担
を
し
て
も
ら
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

一



お
尋
ね
の
今
回
の
事
件
に
つ
い
て
も
、
従
来
の
事
案
と
区
別
し
て
扱
う
理
由
が
な
い
の
で
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
基
準

に
従
い
対
応
し
た
。

ま
た
、
拘
束
さ
れ
た
邦
人
三
名
は
、
バ
グ
ダ
ッ
ド
か
ら
ド
バ
イ
へ
の
移
動
に
当
た
っ
て
政
府
チ
ャ
ー
タ
ー
機
を
利
用
し
た

が
、
こ
の
政
府
チ
ャ
ー
タ
ー
機
に
つ
い
て
は
、
徴
収
規
程
に
従
い
、
国
際
航
空
運
輸
協
会
（
Ｉ
Ａ
Ｔ
Ａ
）
が
定
め
る
そ
の
区

間
の
正
規
片
道
エ
コ
ノ
ミ
ー
ク
ラ
ス
料
金
分
の
負
担
を
お
願
い
し
た
。

二


